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遅延損害金計算ソフトウェアの使用方法 
 

⚫ 遅延損害金計算ソフトウェアに関する留意事項 

・遅延損害金計算ソフトウェアは、債務の弁済額に遅延損害金を付した金額を供託

所に納付する場合にその遅延損害金を計算するためのソフトウェアです。供託以外

の用途において遅延損害金を計算する場合に、遅延損害金計算ソフトウェアの計算

方法や計算結果について、法務省が保証するものではありません。 

・遅延損害金計算ソフトウェアで、計算結果のＨＴＭＬファイルは、指定したフォ

ルダに保存されます。 

 

⚫ 動作環境 

・遅延損害金計算ソフトウェアの動作環境は以下のとおりです。 

 

項番 項目 環境 

１ ＯＳ Windows11 バージョン 23H2 以降 

Windows10 バージョン 22H2 

（2025年 10月 14日迄） 

２ .Net Framework Windows11  4.8.1 以降 

Windows10  4.8 以降 

３ Ｗｅｂブラウザ Microsoft Edge 最新版 

※Ｗｅｂブラウザについては、計算結果のＨＴＭＬファイルを閲覧するために利用

します。なお、計算結果のＨＴＭＬファイルを別のＷｅｂブラウザやソフトウェア

等で閲覧した場合、表示が崩れる可能性があります。 
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１．遅延損害金計算ソフトウェアの起動 

※遅延損害金計算ソフトウェアのインストール手順については、”遅延損害金計算ソフトウェアのイ

ンストール方法”の手順書を参照してください。 

デスクトップのショートカットをダブルクリック、または、Windows の[スタート]から遅延損害金

計算ソフトウェアをクリックします。 

 

 

 

遅延損害金計算ソフトウェアが起動します。 
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２．遅延損害金計算手順の選択 

遅延損害金計算ソフトウェアでは、一律入力と累計入力の二つの計算が可能です。各々の計算手順

は、以下のとおりです。 

 

一律入力：毎回の弁済額が一定の場合の計算を行います。 

累計入力：毎回の弁済額が異なる場合の計算を行います。 

 

３．一律入力の場合の操作手順 

 

 

 

（１） 計算手順の選択 

一律入力タブをクリックします。 

 

  

入力欄 

計算結果 

表示欄 
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（２） 借入年月日の入力 

借入年月日を入力します。年号は、コンボボックスより選択できます。 

 

（３） 弁済期の入力 

弁済期を入力し、追加ボタンをクリックします。 

弁済期は複数入力できますが、最後に入力した弁済期以前の日付は入力できません。最後に入

力した弁済期以前の日付を入力する場合には、削除ボタンをクリックし、入力したい日付以降の

弁済期を削除してから入力してください。 

また、弁済期は借入年月日以降の日付かつ 1 回目の弁済期（1 行目の日付）から 1 年以内の日

付としてください。 

 

※弁済期の削除は最後に入力した弁済期から削除されます。日付を選択し削除することはでき

ません。 

 

 

  

弁済期を入力し、 

[追加]をクリック 

追加した弁済期を一覧で表示 

借入年月日を入力 

最後に追加した弁済期を削除 

※図の場合”令和０５年０９月

０１日”が削除される 
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（４） 提供年月日の入力 

債権者に弁済の提供をした年月日（債権者が行方不明等で弁済の提供をすることができない場

合には、供託をする年月日）を入力します。 

 

 

 

（５） 債権額、１回当たりの弁済額の入力 

債権額、１回当たりの弁済額を入力します。１回当たりの弁済額は、債権額以下の値としてく

ださい。 

 

 

（６） 利率、損害金利率の入力 

利率、損害金利率を入力します。利率は、年利・月利・日歩から選択します。 

利率は、年利・月利の場合は％、日歩の場合は銭で入力します。 

 

 

  

提供年月日を入力 

債権額を入力 

１回当たりの弁済額を入力 

利率を設定 

損害金利率を設定 

日歩の場合は、 

“銭”で設定 
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（７） 計算 

すべての入力が完了したら、[計算]をクリックし、利息、供託金の計算を行います。 

このとき、入力した値に不備等があればエラーメッセージが表示されるので、修正後に再度[計

算]ボタンをクリックしてください。 

 

 

【計算結果】 

 

 

 

 

 

  

[計算]を 

クリック 

弁済期間ごとの利息、損害金が算出されます。 

 

なお、入力した１回当たりの弁済

額と異なる弁済額となる場合、右

記のように該当期間の弁済額欄

が赤色表示されます。 

債権額、利息、損害金の合計及び供託金額が算出されます。 



 - 7 - 

（８） 計算結果の出力 

計算結果を出力する場合は、[HTML出力]をクリックします。 

 

 

「HTMLファイルに登録します。よろしいですか？」とメッセージが表示されるので、[はい(Y)]

をクリックします。 

 

 

ファイル保存ダイアログが表示されるので、HTMLファイルを保存するフォルダを選択、ファ

イル名を変更し、[保存(S)]をクリックします（デフォルトのフォルダは「Windows(C) > ユーザ

ー> [ログインユーザ] >ドキュメント>遅延損害金計算」、ファイル名は「ChenCalc_yyyyMMdd

_hhmmss.xml」（yyyyMMddは作成日、hhmmssは作成時刻）になります）。 

 

  

[HTML出力]を 

クリック 

保存先のフォルダを選択 

保存ファイル名を入力 

[保存(S)]をクリック 
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登録が終了すると「登録が完了しました。」とメッセージが表示されるので[OK]をクリックし

ます。 

 

 

指定したフォルダに計算結果の HTMLファイルが保存されます。 

ファイル名に作成日時が入るため、前回の出力結果は残ります。（上書きされません。） 

 

 

  

計算結果の HTMLファイル 
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（９） 計算結果の印刷 

計算結果を印刷する場合は、登録した HTML ファイルをＷｅｂブラウザで表示し、Ｗｅｂブ

ラウザの印刷機能を使用して印刷してください。 
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４．累計入力の場合の操作手順 

 

 

（１） 計算手順の選択 

累積入力タブをクリックします。 

 

 

 

 

  

入力欄 

計算結果 

表示欄 
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（２） 債権額、利率、損害金利率の入力 

債権額、利率、損害金利率を入力します。 

利率は、年利・月利・日歩から選択します。 

利率は、年利・月利の場合は％、日歩の場合は銭で入力します。 

 

 

 

 

  

債権額を入力 

利率を設定 

損害金利率を設定 

日歩の場合は、 

“銭”で設定 
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（３） 期間、弁済額の入力 

弁済額ごとに定められた期間を入力します。 

入力した期間とその期間の弁済額を入力し、[追加]をクリックします。 

弁済額は、債権額及び残高以下の値を入力してください。 

 

 

[追加]をクリックすると一覧に入力した期間の弁済額、利率、損害金利率等が表示されます。 

また、追加した期間終了日の翌日が、次の期間開始日となります。 

 

債権額の残高が「０．００」になるまで追加します。 

 

  

期間の開始、終了及び 

弁済額を入力 

[追加]をクリック 

入力した期間終了日の翌日を

次の期間開始日に自動で設定 

追加した期間の弁済額等の情

報を表示 

債権額の残高が「０．００」

になるまで、期間、弁済額を

追加 
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（４） 提供年月日の入力 

債権者に弁済の提供をした年月日（債権者が行方不明等で弁済の提供をすることができない場

合には、供託をする年月日）を入力します。提供年月日は最終の期間終了日より後の日付を入力

してください。 

 

 

  

提供年月日を入力 
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（５） 計算 

残高が「０．００」になると[計算]をクリックできるようになります（残高がある場合は、計

算ができません）。 

全ての入力が完了したら、[計算]をクリックし、利息、供託金の計算を行います。 

このとき、入力した値に不備等があればエラーメッセージが表示されるので、修正後に再度[計

算]ボタンをクリックしてください。 

 

 

【計算結果】 

 

 

 

 

 

  

弁済期間ごとの利息、損害金が計算されます。 

[計算]を 

クリック 

債権額、利息、損害金の合計及び供託金額が算出されます。 
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※計算結果の出力及び計算結果の印刷については、一律入力と同様の手順です。本書の”３．

一律入力の場合の操作手順 （８）計算結果の出力及び（９）計算結果の印刷”を参照してくだ

さい。 

なお、Ｗｅｂブラウザ表示は以下のように表示されます。 
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５．エラーメッセージ 

各入力項目は、ボタンをクリックすることで、妥当性確認しています。エラーメッセージが表示さ

れた場合は、正しい値を入力し直してください。 

 

【一律入力】 

（１）入力されている年月日が正しくない場合 

 

存在しない日付が入力されている場合（令和４

年１０月３２日等）は、右記のメッセージが表

示されます。 

※例は借入年月日が正しくない場合  

（２）入力年月日のいずれかが未記入の場合 

 

年月日に未入力の項目がある場合は、右記のメ

ッセージが表示されます。 

※例は弁済期の月が未入力の場合 

 

（３）弁済期の日付が借入日より前の場合 

 

弁済期の日付に借入日より前の日付を入力した

場合、右記のメッセージが表示されます。 

 

 

（４）追加する弁済期の日付が１回目の弁済期

の１年より後の日付の場合 

 

１回目の弁済期の１年より後の日付で弁済期を

追加した場合、右記のメッセージが表示されま

す。  

（５）追加する弁済期の日付が最終弁済期以前

の日付の場合 

 

最終弁済期以前の日付で弁済期を追加した場

合、右記のメッセージが表示されます。 

 

（６）弁済期を設定していない場合 

 

弁済期を設定せずに計算ボタンをクリックした

場合、右記のメッセージが表示されます。 
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（７）提供年月日が弁済期以前の日付の場合 

 

提供年月日に弁済期以前の日付を入力した場

合、右記のメッセージが表示されます。 

 

（８）債権額が未入力の場合 

 

債権額が未入力の場合、右記のメッセージが表

示されます。 

 

（９）１回当たりの弁済額が未入力の場合 

 

１回当たりの弁済額が未入力の場合、右記のメ

ッセージが表示されます。 

 

（１０）１回当たりの弁済額が債権額より多い

場合 

 

１回当たりの弁済額に債権額を越える金額を入

力した場合、右記のメッセージが表示されます。 
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【累計入力】 

（１）入力されている年月日が正しくない場合 

 

存在しない日付が入力されている場合（令和４

年１０月３２日等）は、右記のメッセージが表

示されます。 

※例は期間開始の日が正しくない場合  

（２）入力年月日のいずれかが未記入の場合 

 

年月日に未入力の項目がある場合は、右記のメ

ッセージが表示されます。 

※例は期間終了の年が未入力の場合 

 

（３）期間終了日が期間開始日以前の日付の場

合 

 

期間終了日に期間開始日以前の日付を入力した

場合、右記のメッセージが表示されます。 

  

（４）弁済額が未入力の場合 

 

弁済額が入力されていない場合、右記のメッセ

ージが表示されます。 

 

（５）債権額が未入力の場合 

 

債権額が入力されていない場合、右記のメッセ

ージが表示されます。 

 

（６）弁済期が残高より多い場合 

 

弁済額に残高を超える金額を入力した場合、右

記のメッセージが表示されます。 
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（７）提供年月日が期間終了日以前の日付の場

合 

 

提供年月日に期間終了日以前の日付を入力した

場合、右記のメッセージが表示されます。 

 

 

 

 

以 上 


